
21 タウンinformation

試
　
験

視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
お
子
さ
ん
と

そ
の
保
護
者
の
方
、
視
覚
に
障
が
い
の

あ
る
成
人
の
方
を
対
象
に
、
体
験
学
習

を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
　
程
　

・
中
学
部　

９
月
20
日
㈮

・
小
学
部　

９
月
25
日
㈬

・
高
等
部
（
普
通
科
）

　
　
　
　
　

10
月
１
日
㈫

・
高
等
部
（
保
健
理
療
科
・
専
攻
科
）

　
　
　
　
　

10
月
29
日
㈫

・
幼
稚
部　

11
月
14
日
㈭

※
高
等
部
保
健
理
療
科
・
専
攻
科
で

は
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
・
は

り
師
・
き
ゅ
う
師
を
養
成
し
、
視
覚
に

障
が
い
の
あ
る
方
の
職
業
自
立
を
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

▼
時
　
間　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

▼
申
込
方
法　

実
施
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で

申
込
み

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

栃
木
県
立
盲
学
校

☎
０
２
８
‐
６
５
２
‐
２
３
３
１

Fax
０
２
８
‐
６
５
２
‐
４
６
０
２

▼
日
　
時　

８
月
４
日
㈰
午
前
10
時
30

分
〜
正
午
（
午
前
10
時
〜
受
付
）

▼
場
　
所　

矢
板
市
文
化
会
館
大
ホ
ー

ル
（
矢
板
市
矢
板
１
０
３
‐
１
）

▼
定
　
員　

１
，０
０
０
人（
申
込
不
要
）

※
駐
車
場
は
文
化
会
館
、
矢
板
市
役
所

の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
対
　
象　

小
学
生
、
保
護
者
、
関
係

機
関
・
団
体
等
（
参
加
資
格
、
条
件

等
な
し
）
な
お
、
小
学
生
の
み
、
保

護
者
の
み
の
参
加
も
可

▼
内
　
容

・
矢
板
東
高
等
学
校
附
属
中
学
校
の
教

育
内
容
、
学
校
生
活
の
概
要
に
つ
い
て

・
令
和
２
年
度
入
学
者
選
考
等
に
つ
い
て

▼
そ
の
他

・
駐
車
場
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
で
き
る
だ
け
公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
矢
板
駅
よ
り
徒
歩
15
分
）

・
学
校
一
般
公
開
を
10
月
５
日
に
実
施

し
ま
す
。
附
属
中
生
の
授
業
参
観
や

施
設
見
学
が
で
き
ま
す
。
当
日
受
付

で
願
書
の
配
布
も
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

矢
板
東
高
等
学
校
附
属
中

学
校
（
教
頭　

青
木
）

☎
０
２
８
７
‐
４
３
‐
１
２
４
３

▼
期
　
日　

８
月
９
日
㈮

▼
時
　
間

・
給
油
取
扱
所
講
習　

給
油
取
扱
所
で

取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
方

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
０
時
30
分

・
一
般
（
そ
の
他
）
講
習　

給
油
取
扱

所
以
外
の
危
険
物
施
設
で
取
扱
い
に

作
業
に
従
事
し
て
い
る
方

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

▼
場
　
所　

町
文
化
セ
ン
タ
ー

▼
受
講
料

４
，
７
０
０
円（
栃
木
県
収
入
証
紙
）

▼
定
　
員　

各
１
０
０
名

▼
受
付
期
間

７
月
19
日
㈮
〜
26
日
㈮
、
午
前
９
時

分
〜
午
後
５
時
（
土
日
を
除
く
）

▼
受
付
場
所
　

那
須
地
区
消
防
本
部
予
防
課

※
講
習
会
の
ご
案
内
、
受
講
申
請
書
は

消
防
本
部
予
防
課
、
各
消
防
署
・
各
分

署
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

※
栃
木
県
危
険
物
保
安
協
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ

○
栃
木
県
危
険
物
保
安
協
会　

☎
０
２
８
‐
６
２
２
‐
０
４
３
８

○
那
須
地
区
消
防
本
部
予
防
課

☎
０
２
８
７
‐
２
８
‐
５
１
０
３

屋
外
広
告
業
を
営
む
方
は
、
営
業
所

ご
と
に
業
務
主
任
者
を
置
く
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
広
告

物
を
設
置
す
る
方
は
、
広
告
物
の
適
正

な
管
理
の
た
め
に
、
簡
易
な
広
告
物
を

除
い
て
、
管
理
者
を
置
く
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
業
務
主
任
者
と
管
理
者
は
、
講

習
会
を
修
了
し
た
方
等
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
屋

外
広
告
物
業
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る

方
、
ま
た
は
広
告
物
の
管
理
者
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
方
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

こ
の
講
習
会
を
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
　
時　

８
月
30
日
㈮
午
前
９
時
25

分
〜
午
後
５
時（
午
前
９
時
〜
受
付
）

▼
場
　
所　

宇
都
宮
市
役
所
14
階
大
会

議
室
（
宇
都
宮
市
旭
１
‐
１
‐
５
）

▼
受
付
期
間　

７
月
26
日
㈮
ま
で

▼
受
講
手
数
料　

３
，
０
０
０
円

▼
定
　
員　

１
０
０
名
（
先
着
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

宇
都
宮
市
役
所

都
市
整
備
部
建
築
指
導
課
管
理
グ

ル
ー
プ
（
市
役
所
庁
舎
11
階
）

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

☎
０
２
８
‐
６
３
２
‐
２
５
７
３

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

栃
木
県
立
盲
学
校

体
験
学
習

栃
木
県
立
矢
板
東
高
等
学
校

附
属
中
学
校
説
明
会

屋
外
広
告
物
講
習
会


